
部局事務担当者は学籍票等に通称名を使用する旨記載する
学生証再発行、学務システムのデータ修正、図書館への連絡
等を行う

使用願を記入して部局担当窓口に提出する

部局長は担当理事に使用願を提出する
提出先：本部学務課教務チーム

担当理事は使用願を確認する

担当理事は部局長に結果を通知する

通称名の使用を承認された学生に対し、
部局長は承認通知書を交付する

学生の通称名使用　手続きの流れ

部局担当窓口で使用願様式を受け取る
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